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＜議案第１０号 堺市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例＞ 

堺市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例第５７号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（個人番号の利用） （個人番号の利用） 

第３条 法第９条第２項に規定する条例で定める事務は、別表第１の左

欄に掲げる機関（法令又は他の条例若しくは市長その他の機関の規則

若しくはその他の規程（以下「法令等」という。）の規定により同表

の右欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある

場合にあっては、その者を含む。）が行う同表の右欄に掲げる事務、

別表第２の左欄に掲げる機関（法令等の規定により同表の中欄に掲げ

る事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあって

は、その者を含む。次項において同じ。）が行う同表の中欄に掲げる

事務及び市長その他の執行機関（法令等の規定により法別表第２の第

２欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場

合にあっては、その者を含む。第３項において同じ。）が行う法別表

第２の第２欄に掲げる事務とする。 

第３条 法第９条第２項に規定する条例で定める事務は、別表第１の左

欄に掲げる機関（法令又は他の条例若しくは市長その他の機関の規則

若しくはその他の規程（以下「法令等」という。）の規定により同表

の右欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある

場合にあっては、その者を含む。）が行う同表の右欄に掲げる事務、

別表第２の左欄に掲げる機関（法令等の規定により同表の中欄に掲げ

る事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあって

は、その者を含む。次項において同じ。）が行う同表の中欄に掲げる

事務及び市長その他の執行機関（法令等の規定により特定個人番号利

用事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあって

は、その者を含む。第３項において同じ。）が行う特定個人番号利用

事務とする。 

２ （略） ２ （略） 

３ 市長その他の執行機関は、法別表第２の第２欄に掲げる事務を処理

するために必要な限度において、同表の第４欄に掲げる特定個人情報

であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の

規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号

３ 市長その他の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために

必要な限度において、利用特定個人情報であって自らが保有するもの

を利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネット

ワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用
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利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場

合は、この限りでない。 

特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。 

４ （略） ４ （略） 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

 （略） 

４２ 市長 地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）その他の地方税に

関する法律及びこれらの法

律に基づく条例による地方

税の賦課徴収に関する事務

であって規則で定めるもの 

医療保険給付関係情報、障

害者関係情報、生活保護関

係情報、住民票関係情報そ

の他の特定個人情報であ

って規則で定めるもの 

 （略） 
 

機関 事務 特定個人情報 

 （略） 

４２ 市長 地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）その他の地方税に

関する法律及びこれらの法

律に基づく条例又は森林環

境税及び森林環境譲与税に

関する法律（平成３１年法律

第３号）による地方税若しく

は森林環境税の賦課徴収又

は地方税若しくは森林環境

税に関する調査（犯則事件の

調査を含む。）に関する事務

であって規則で定めるもの 

医療保険給付関係情報、障

害者関係情報、生活保護関

係情報、住民票関係情報そ

の他の特定個人情報であ

って規則で定めるもの 

 （略） 
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＜議案第１１号 堺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の一部を改正 

する条例＞ 

堺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年条例第３３号）新旧対照表（第１条関係） 

現行 改正後（案） 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第６条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４３条の２の２第８項の規定により水道事業又は下水道事

業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得な

ければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が５００,０００

円以上である場合とする。 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第６条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４３条の２の８第８項の規定により水道事業又は下水道事

業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得な

ければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が５００,０００

円以上である場合とする。 
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市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例（令和２年条例第２３号）新旧対照表（第２条関係） 

現行 改正後（案） 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」

という。）第２４３条の２第１項の規定に基づき、市長若しくは委員

会の委員若しくは委員又は本市の職員（以下「市長等」という。）の

本市に対する損害を賠償する責任（以下「損害賠償責任」という。）

の一部を免除することについて必要な事項を定める。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」

という。）第２４３条の２の７第１項の規定に基づき、市長若しくは

委員会の委員若しくは委員又は本市の職員（以下「市長等」という。）

の本市に対する損害を賠償する責任（以下「損害賠償責任」という。）

の一部を免除することについて必要な事項を定める。 
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＜議案第１２号 堺市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例＞ 

堺市職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第６号）新旧対照表（第１条関係） 

現行 改正後（案） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２４条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条において

これらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し、

その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前６

か月以内の期間における勤務の状況（臨時的に任用された職員にあっ

ては、当該勤務の状況に限る。）に応じて、それぞれ基準日の属する

月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前１か月以内に退職

し、又は死亡した職員（規則で定める職員を除く。）についても、同

様とする。 

第２４条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条において

これらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し、

その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前６

か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属す

る月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前１か月以内に退

職し、又は死亡した職員（規則で定める職員を除く。）についても、

同様とする。 

２～５ （略） ２～５ （略） 
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堺市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第３号）新旧対照表（第２条関係） 

現行 改正後（案） 

（会計年度任用職員の育児休業等の取扱い） （会計年度任用職員の育児休業等の取扱い） 

第２８条 地公法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（以

下「会計年度任用職員」という。）に対しては、第７条第２項、第８

条及び前条の規定は、適用しない。 

第２８条 地公法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（以

下「会計年度任用職員」という。）に対しては、第８条及び前条の規

定は、適用しない。 

２ 会計年度任用職員に対する第７条第１項、第２４条第１項及び第２

５条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

２ 会計年度任用職員に対する第７条、第２４条第１項及び第２５条の

規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第７条第１項  （略） 

（追加） 

第２４条第１

項 
 （略） 

 （略） 
 

第７条第１項  （略） 

第７条第２項 給与条例第２４条第１項 会計年度給与条例第１０条第１

項 

期間（規則で定めるこれに

相当する期間を含む。） 

期間 

第２４条第１

項 
 （略） 

 （略） 
 

３ （略） ３ （略） 
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堺市職員及び組織の活性化に関する条例（平成２４年条例第３０号）新旧対照表（第３条関係） 

現行 改正後（案） 

（適用除外） （適用除外） 

第３６条 （略） 第３６条 （略） 

２ 第１５条第２項、第１７条第２項、第２６条及び第９章の規定は、

臨時的に任用された職員には適用しない。 

２ 第２６条及び第９章の規定は、臨時的に任用された職員には適用し

ない。 

３ 第１５条第２項、第１７条第２項及び第９章の規定は、地公法第２

２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員には適用しない。 

３ 第９章の規定は、地公法第２２条の２第１項に規定する会計年度任

用職員には適用しない。 

４ 第１５条第２項及び第９章の規定は、地公法第２２条の２第１項第

２号に規定する会計年度任用職員には適用しない。 
（削る） 
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堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例（平成２８年条例第４９号）新旧対照表（第４条関係） 

現行 改正後（案） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２３条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条において

これらの日を「基準日」という。）に在職する職員（教育委員会規則

で定める職員を除く。）に対して、その者の基準日以前における直近

の人事評価の結果及び基準日以前６か月以内の期間における勤務の状

況（臨時的に任用された職員にあっては、当該勤務の状況に限る。）

に応じて、それぞれ基準日の属する月の教育委員会規則で定める日に

支給する。基準日前１か月以内に退職し、又は死亡した職員（教育委

員会規則で定める職員を除く。次項第１号において「基準日前退職職

員等」という。）についても、同様とする。 

第２３条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条において

これらの日を「基準日」という。）に在職する職員（教育委員会規則

で定める職員を除く。）に対して、その者の基準日以前における直近

の人事評価の結果及び基準日以前６か月以内の期間における勤務の状

況に応じて、それぞれ基準日の属する月の教育委員会規則で定める日

に支給する。基準日前１か月以内に退職し、又は死亡した職員（教育

委員会規則で定める職員を除く。次項第１号において「基準日前退職

職員等」という。）についても、同様とする。 

２～５ （略） ２～５ （略） 
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＜議案第１３号 堺市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例＞ 

堺市職員等の旅費に関する条例（平成６年条例第４号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（旅費の支給） （旅費の支給） 

第３条 １・２ （略） 第３条 １・２ （略） 

３ 職員が前項第１号の規定に該当する場合において、地方公務員法第１

６条第１号、第２号若しくは第４号若しくは第２９条第１項各号に掲げ

る事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の

規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。 

３ 職員が前項第１号の規定に該当する場合において、地方公務員法第１

６条第１号、第２号若しくは第４号若しくは同法第２９条第１項各号に

掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前

項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。 

４～７ （略） ４～７ （略） 

（旅費の種類） （旅費の種類） 

第４条 １～４ （略） 第４条 １～４ （略） 

５ 車賃は、陸路（鉄道を除く。）旅行について、路程に応じ旅客運賃等

により支給する。 

５ 車賃は、陸路（鉄道を除く。）旅行について、路程に応じ旅客運賃等

又は１キロメートル当たりの定額により支給する。 

（車賃） （車賃） 

第１１条 車賃の額は、現に支払った旅客運賃、急行料金及び指定料金

による。 

第１１条 車賃の額は、現に支払った旅客運賃、急行料金及び指定料金

による。ただし、公務上特に必要があると認められる場合として規則

で定める場合に限り、１キロメートルにつき３７円とする。 

 （追加） 

２ 前項ただし書の規定による車賃は、全路程を通算して計算する。この

場合において、通算した路程に１キロメートル未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てる。 
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（大阪府内への旅行の旅費） （大阪府内への旅行の旅費） 

第１８条 大阪府内（勤務地内における旅行を含む。）への旅行につい

て、交通機関を利用する必要がある場合には、これに要する鉄道賃、

船賃及び車賃の実費額に限り、支給する。ただし、公務上の必要又は

天災その他やむを得ない事情により宿泊を要する場合は、これらの実

費額に加えて、別表に定める日当及び第１３条第１項に規定する宿泊

料の額を支給する。 

第１８条 大阪府内（勤務地内における旅行を含む。）への旅行につい

て、交通機関を利用する必要がある場合には、これに要する鉄道賃、

船賃及び車賃に限り、支給する。ただし、公務上の必要又は天災その

他やむを得ない事情により宿泊を要する場合は、これらの額に加えて、

別表に定める日当及び第１３条第１項に規定する宿泊料の額を支給す

る。 
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堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例（平成２８年条例第４９号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（旅費） （旅費） 

第３３条 職員の旅費については、堺市職員等の旅費に関する条例（平

成６年条例第４号）の規定（同条例第２６条の規定を除く。）を準用

する。この場合において、同条例の規定中「規則」とあるのは「教育

委員会規則」と、同条例第４条第５項中「旅客運賃等」とあるのは

「１キロメートル当たりの定額又は実費額」と、同条例第１１条中

「現に支払った旅客運賃、急行料金及び指定料金」とあるのは「１キ

ロメートルにつき３７円とする。ただし、公務上の必要又は天災その

他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することが

できない場合は、実費額」と読み替えるものとする。 

第３３条 職員の旅費については、堺市職員等の旅費に関する条例（平

成６年条例第４号）の規定（同条例第２６条の規定を除く。）を準用

する。この場合において、同条例の規定（同条例第１１条第１項ただ

し書の規定を除く。）中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、

同条例第４条第５項中「旅客運賃等又は１キロメートル当たりの定

額」とあるのは「１キロメートル当たりの定額又は実費額」と、同条

例第１１条第１項中「現に支払った旅客運賃、急行料金及び指定料金

による」とあるのは「１キロメートルにつき３７円とする」と、同項

ただし書中「公務上特に必要があると認められる場合として規則で定

める場合に限り、１キロメートルにつき３７円とする」とあるのは

「公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で

旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額による」と、同

条第２項中「前項ただし書の規定による車賃」とあるのは「車賃」と

読み替えるものとする。 

２ （略） ２ （略） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 13 - 

＜議案第１４号 堺市手数料条例の一部を改正する条例＞ 

堺市手数料条例（平成１２年条例第１１号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（戸籍法関係手数料） （戸籍法関係手数料） 

第２条 戸籍法（昭和２２年法律第２２４号。以下この条において

「法」という。）に基づく証明等に関し、次の各号に掲げる手数料と

して当該各号に定める金額を申請者から徴収する。 

第２条 戸籍法（昭和２２年法律第２２４号。以下この条において

「法」という。）に基づく証明等に関し、次の各号に掲げる手数料と

して当該各号に定める金額を申請者から徴収する。 

(1) 法第１０条第１項、法第１０条の２第１項から第５項まで若しく

は法第１２６条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は法第１

２０条第１項若しくは法第１２６条の規定に基づく磁気ディスクを

もって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を

証明した書面の交付手数料 １通 ４５０円（堺市印鑑条例（昭和

６２年条例第２０号）第１４条の２に規定する端末機（以下単に

「端末機」という。）による申請に基づく交付にあっては、４００

円） 

(1) 法第１０条第１項、法第１０条の２第１項から第５項まで若しく

は法第１２６条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は法第１

２０条第１項、法第１２０条の２第１項若しくは法第１２６条の規

定に基づく戸籍証明書の交付手数料 １通 ４５０円（堺市印鑑条

例（昭和６２年条例第２０号）第１４条の２に規定する端末機（以

下単に「端末機」という。）による申請に基づく交付にあっては、

４００円） 

(2) （略） (2) （略） 

（追加） 

(3) 法第１２０条の３第２項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識

別符号の発行（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

（平成１４年法律第１５１号）第７条第１項の規定により同法第６

条第１項に規定する電子情報処理組織を使用する方法（地方公共団

体の手数料の標準に関する政令（平成１２年政令第１６号）本則の
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表８の項の３の総務省令で定めるものに限る。以下この条において

同じ。）により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合

（当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同法第６条第１項の規定

により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行わ

れた場合に限る。）における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識

別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸

籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若

しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除

く。）に係る手数料 １件 ４００円 

(3) 法第１２条の２において準用する法第１０条第１項若しくは法第

１０条の２第１項から第５項までの規定若しくは法第１２６条の規

定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は法第１２０条第１

項若しくは法第１２６条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製

された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証

明した書面の交付手数料 １通 ７５０円 

(4) 法第１２条の２において準用する法第１０条第１項若しくは法第

１０条の２第１項から第５項までの規定若しくは法第１２６条の規

定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は法第１２０条第１

項、法第１２０条の２第１項若しくは法第１２６条の規定に基づく

除籍証明書の交付手数料 １通 ７５０円 

(4) （略） (5) （略） 

（追加） 

(6) 法第１２０条の３第２項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識

別符号の発行（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

第７条第１項の規定により同法第６条第１項に規定する電子情報処

理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行

を行う場合（当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定に

より同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われ
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た場合に限る。）における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別

符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍

電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の

謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発

行を除く。）に係る手数料 １件 ７００円 

(5)・(6) （略） (7)・(8) （略） 

(7) 法第４８条第２項（法第１１７条において準用する場合を含

む。）又は法第１２６条の規定に基づく届出等に記載した事項に関

する証明書の交付手数料 １通 ３５０円 

(9) 法第４８条第２項（法第１１７条において準用する場合を含

む。）若しくは法第１２６条の規定に基づく届出等に記載した事項

又は法第１２０条の６第１項の規定に基づく届書等情報の内容に関

する証明書の交付手数料 １通 ３５０円 

(8) 法第４８条第２項の規定に基づく閲覧手数料 １件 ３５０円 (10) 法第４８条第２項（法第１１７条において準用する場合を含

む。）又は法第１２０条の６第１項の規定に基づく閲覧手数料 １

件 ３５０円 
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＜議案第１５号 堺市基金条例の一部を改正する条例＞ 

堺市基金条例（平成２６年条例第４８号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

別表（第１条関係） 別表（第１条関係） 

基金の名称 設置の目的 

 （略） 

堺市国際文化観光

基金 

国際文化交流の推進や文化芸術・観光振興事業の資金

に充てるため 

 （略） 
 

基金の名称 設置の目的 

 （略） 

堺市国際文化観光

基金 

国際交流、国際協力及び多文化共生施策の推進並びに

文化芸術・観光振興事業の資金に充てるため 

 （略） 
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＜議案第１６号 堺市環境影響評価条例の一部を改正する条例＞ 

堺市環境影響評価条例（平成１８年条例第７８号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（準備書説明会の開催等） （準備書説明会の開催等） 

第２７条 （略） 第２７条 （略） 

２ 第１７条の２第２項から第５項までの規定は、前項の規定により事

業者が関係地域内において準備書説明会を開催する場合について準用

する。この場合において、同条第２項及び第３項中「方法書」とある

のは「準備書」と、「第１種事業者」を「事業者」と、同条第４項中

「前項」とあるのは「第２７条第２項において準用する第３項」と、

同条第５項中「第２項」とあるのは「第２７条第２項において準用す

る第２項」と、「第１６条第１項」とあるのは「第２５条第１項」と、

「第１５条第１項第４号に規定する地域」とあるのは「関係地域」と、

「方法書」とあるのは「準備書」と、「第１種事業者」を「事業者」

と読み替えるものとする。 

２ 第１７条の２第２項から第５項までの規定は、前項の規定により事

業者が関係地域内において準備書説明会を開催する場合について準用

する。この場合において、同条第２項及び第３項中「第１種事業者」

とあるのは「事業者」と、「方法書」とあるのは「準備書」と、同条

第４項中「前項」とあるのは「第２７条第２項において準用する第３

項」と、同条第５項中「第１種事業者」とあるのは「事業者」と、「第

２項」とあるのは「第２７条第２項において準用する第２項」と、「方

法書」とあるのは「準備書」と、「第１６条第１項」とあるのは「第

２５条第１項」と、「第１５条第１項第４号に規定する地域」とある

のは「関係地域」と読み替えるものとする。 

別表（第２条関係） 別表（第２条、第４９条関係） 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第３８条第３項に規定す

る事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の

事業 

(4) 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第３８条第２項に規定す

る事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の

事業 

(5)～(24) （略） (5)～(24) （略） 
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＜議案第１７号 堺市介護保険条例の一部を改正する条例＞ 

堺市介護保険条例（平成１２年条例第１６号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（保険料率） （保険料率） 

第１０条 令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率は、

次の各号に掲げる第１号被保険者（法第９条第１号に規定する第１号被

保険者をいう。以下同じ。）の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

第１０条 令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率は、

次の各号に掲げる第１号被保険者（法第９条第１号に規定する第１号被

保険者をいう。以下同じ。）の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 政令第３９条第１項第１号に掲げる者 ４０，７４０円 (1) 政令第３９条第１項第１号に掲げる者 ４０，５００円 

(2) 政令第３９条第１項第２号に掲げる者 ５８，６７０円 (2) 政令第３９条第１項第２号に掲げる者 ５９，６４０円 

(3) 政令第３９条第１項第３号に掲げる者 ６１，１１０円 (3) 政令第３９条第１項第３号に掲げる者 ６１，４２０円 

(4) 政令第３９条第１項第４号に掲げる者 ７３，３４０円 (4) 政令第３９条第１項第４号に掲げる者 ８０，１１０円 

(5) 政令第３９条第１項第５号に掲げる者 ８１，４８０円 (5) 政令第３９条第１項第５号に掲げる者 ８９，０１０円 

(6) 次のいずれかに該当する者 ９６，１５０円 (6) 次のいずれかに該当する者 １０５，０４０円 

ア （略） 

イ 生活保護法(昭和２５年法律第１４４号)第６条第２項に規定す

る要保護者(以下この条において「要保護者」という。)で、その者

が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用された

ならば保護を必要としない状態となるもの(政令第３９条第１項第

１号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第８号イ、第９号イ、

第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又

は第１５号イに該当する者を除く。) 

ア （略） 

イ 生活保護法(昭和２５年法律第１４４号)第６条第２項に規定す

る要保護者(以下この条において「要保護者」という。)で、その者

が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用された

ならば保護を必要としない状態となるもの(政令第３９条第１項第

１号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第８号イ、第９号イ、

第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ、

第１５号イ、第１６号イ又は第１７号イに該当する者を除く。) 
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(7) 次のいずれかに該当する者 １０５，９３０円 (7) 次のいずれかに該当する者 １１５，７２０円 

ア （略） 

イ 要保護者で、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政

令第３９条第１項第１号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第

９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１

４号イ又は第１５号イに該当する者を除く。) 

ア （略） 

イ 要保護者で、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政

令第３９条第１項第１号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第

９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１

４号イ、第１５号イ、第１６号イ又は第１７号イに該当する者を除

く。) 

(8) 次のいずれかに該当する者 １２２，２２０円 (8) 次のいずれかに該当する者 １３３，５２０円 

ア （略） 

イ 要保護者で、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政

令第３９条第１項第１号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第

１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は

第１５号イに該当する者を除く。) 

ア （略） 

イ 要保護者で、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政

令第３９条第１項第１号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第

１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ、第

１５号イ、第１６号イ又は第１７号イに該当する者を除く。) 

(9) 次のいずれかに該当する者 １３６，０８０円 (9) 次のいずれかに該当する者 １５１，３２０円 

ア （略） 

イ 要保護者で、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政

令第３９条第１項第１号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第

１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イに

該当する者を除く。) 

ア （略） 

イ 要保護者で、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政

令第３９条第１項第１号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第

１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ、第

１６号イ又は第１７号イに該当する者を除く。) 
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(10) 次のいずれかに該当する者 １４９，９３０円 (10) 次のいずれかに該当する者 １６９，１２０円 

ア （略） 

イ 要保護者で、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政

令第３９条第１項第１号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第

１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イに該当する者を

除く。) 

ア （略） 

イ 要保護者で、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政

令第３９条第１項第１号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第

１２号イ、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ、第１６号イ又は

第１７号イに該当する者を除く。) 

(11) 次のいずれかに該当する者 １６３，７８０円 (11) 次のいずれかに該当する者 １８６，９３０円 

ア （略） 

イ 要保護者で、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政

令第３９条第１項第１号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第

１３号イ、第１４号イ又は第１５号イに該当する者を除く。) 

ア （略） 

イ 要保護者で、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政

令第３９条第１項第１号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第

１３号イ、第１４号イ、第１５号イ、第１６号イ又は第１７号イに

該当する者を除く。) 

(12) 次のいずれかに該当する者 １７７，６３０円 (12) 次のいずれかに該当する者 ２０４，７３０円 

ア （略） 

イ 要保護者で、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政

令第３９条第１項第１号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第

１４号イ又は第１５号イに該当する者を除く。) 

ア （略） 

イ 要保護者で、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政

令第３９条第１項第１号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第

１４号イ、第１５号イ、第１６号イ又は第１７号イに該当する者を

除く。) 

(13) 次のいずれかに該当する者 １８８，２２０円 (13) 次のいずれかに該当する者 ２１３，６３０円 
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ア （略） 

イ 要保護者で、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政

令第３９条第１項第１号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ又は

第１５号イに該当する者を除く。) 

ア （略） 

イ 要保護者で、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政

令第３９条第１項第１号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第

１５号イ、第１６号イ又は第１７号イに該当する者を除く。) 

(14) 次のいずれかに該当する者 １９８，８２０円 (14) 次のいずれかに該当する者 ２２２，５３０円 

ア （略） 

イ 要保護者で、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政

令第３９条第１項第１号イ((1)に係る部分を除く。) 又は次号イに

該当する者を除く。) 

ア （略） 

イ 要保護者で、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政

令第３９条第１項第１号イ((1)に係る部分を除く。) 、次号イ、第

１６号イ又は第１７号イに該当する者を除く。) 

(15) 次のいずれかに該当する者 ２０１，２６０円 

ア （略） 

イ 要保護者で、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政

令第３９条第１項第１号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者

を除く。) 

(15) 次のいずれかに該当する者 ２３１，４３０円 

ア （略） 

イ 要保護者で、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政

令第３９条第１項第１号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ又は

第１７号イに該当する者を除く。) 

（追加） 

 

 

 

 

(16)  次のいずれかに該当する者 ２４０，３３０円 

ア 合計所得金額が１０，０００，０００円以上１５，０００，００

０円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者で、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（政
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（追加） 

 

 

 

 

 

 

(16) 前各号のいずれにも該当しない者 ２０３，７００円 

令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）又は次号イ

に該当する者を除く。） 

(17) 次のいずれかに該当する者 ２４９，２３０円 

ア 合計所得金額が１５，０００，０００円以上２０，０００，００

０円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者で、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（政

令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）に該当する

者を除く。） 

(18) 前各号のいずれにも該当しない者 ２６７，０３０円 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての各年度における保険

料率は、同号の規定にかかわらず、２４，４５０円とする。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての令和６年度から令和

８年度までにおける保険料率は、同号の規定にかかわらず、２５，３７

０円とする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての令和

３年度から令和５年度までにおける保険料率について準用する。この場

合において、前項中「２４，４５０円」とあるのは、「３８，３００円」

と読み替えるものとする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての令和

６年度から令和８年度までにおける保険料率について準用する。この場

合において、前項中「２５，３７０円」とあるのは、「４１，８４０円」

と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての令

和３年度から令和５年度までにおける保険料率について準用する。この

場合において、第２項中「２４，４５０円」とあるのは、「５７，０４

０円」と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての令

和６年度から令和８年度までにおける保険料率について準用する。この

場合において、第２項中「２５，３７０円」とあるのは、「６０，９８

０円」と読み替えるものとする。 

（賦課期日後の資格取得等の場合における保険料の額の算定） （賦課期日後の資格取得等の場合における保険料の額の算定） 
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第１２条 １・２ （略） 第１２条 １・２ （略） 

３ 保険料の賦課期日後に政令第３９条第１項第１号イ（同号に規定する

老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除

く。）、ロ若しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、第４号ロ、第５号ロ、第

６号ロ、第７号ロ、第８号ロ又は第９号ロに該当するに至った第１号被

保険者（第１項に規定する者を除く。）に係る保険料の額は、当該該当

するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第１号

被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から政

令第３９条第１項第１号から第９号までのいずれかに規定する者として

月割りにより算定した保険料の額の合計額とする。 

 

３ 保険料の賦課期日後に政令第３９条第１項第１号イ（同号に規定する

老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除

く。）、ロ若しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、第４号ロ、第５号ロ、第

６号ロ、第７号ロ、第８号ロ、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ、第

１２号ロ又は第１３号ロに該当するに至った第１号被保険者（第１項に

規定する者を除く。）に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の

属する月の前月まで月割りにより算定した当該第１号被保険者に係る保

険料の額と当該該当するに至った日の属する月から政令第３９条第１項

第１号から第１３号までのいずれかに規定する者として月割りにより算

定した保険料の額の合計額とする。 

４ （略） ４ （略） 
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＜議案第１８号 堺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の一部を改正する条例＞ 

堺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例（平成１８年条例第１１号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（暴力団の排除） （暴力団の排除） 

第１１条 法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス等の事業

を行う事業所、基準該当事業所、法第３４条第１項に規定する指定障

害者支援施設等、法第５条第２７項に規定する地域活動支援センター

及び法第５条第２８項に規定する福祉ホームにおける堺市暴力団排除

条例施行規則（平成２４年規則第１０８号）第３条第５号イに規定す

る統括者並びに同号ウに規定する権限を有する者及び総括者の権限を

代行し得る者は、暴力団員又は暴力団密接関係者であってはならな

い。 

第１１条 法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス等の事業

を行う事業所、基準該当事業所、法第３４条第１項に規定する指定障

害者支援施設等、法第５条第２８項に規定する地域活動支援センター

及び同条第２９項に規定する福祉ホームにおける堺市暴力団排除条例

施行規則（平成２４年規則第１０８号）第３条第５号イに規定する統

括者並びに同号ウに規定する権限を有する者及び総括者の権限を代行

し得る者は、暴力団員又は暴力団密接関係者であってはならない。 

２ （略） ２ （略） 
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＜議案第１９号 堺市職員の特殊勤務手当に関する条例及び堺市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく任意入院者の症状等の報 

告に関する条例の一部を改正する条例＞ 

堺市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成８年条例第１９号）新旧対照表（第１条関係） 

現行 改正後（案） 

（精神保健福祉等業務従事手当） （精神保健福祉等業務従事手当） 

第７条 精神保健福祉等業務従事手当は、次に掲げる職員に支給する。 第７条 精神保健福祉等業務従事手当は、次に掲げる職員に支給する。 

(1)～(3) （略）  (1)～(3) （略） 

(4) 規則で定める職員で、精神障害者の自宅等において法第４７条第

１項の規定による相談指導業務（精神障害者からの相談に直接応じ、

又は当該者に対し直接指導する場合に限る。）に従事するもの 

(4) 規則で定める職員で、精神障害者の自宅等において法第４７条第

１項の規定による相談援助業務（精神障害者からの相談に直接応じ、

又は当該者に対し直接援助を行う場合に限る。）に従事するもの 

２ （略） ２ （略） 
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堺市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく任意入院者の症状等の報告に関する条例（平成１９年条例第８号）新旧対照表（第２条関係） 

現行 改正後（案） 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和

２５年法律第１２３号。以下「法」という。）第３８条の２第３項の

規定に基づき、精神科病院に入院中の任意入院者の症状等の報告につ

いて必要な事項を定める。 

第１条 この条例は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和

２５年法律第１２３号。以下「法」という。）第３８条の２第２項の

規定に基づき、精神科病院に入院中の任意入院者の症状等の報告につ

いて必要な事項を定める。 

（報告） （報告） 

第２条 市長は、法第３８条の２第３項に規定する精神科病院の管理者

に対し、当該精神科病院に入院中の同項に規定する任意入院者の症状

及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則（昭和２５年

厚生省令第３１号）第２０条の５に規定する事項について報告を求め

ることができる。 

第２条 市長は、法第３８条の２第２項に規定する精神科病院の管理者

に対し、当該精神科病院に入院中の同項に規定する任意入院者の症状

及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則（昭和２５年

厚生省令第３１号）第２０条の５に規定する事項について報告を求め

ることができる。 
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＜議案第２０号 堺市南部大阪都市計画黒山西地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例及び堺市イノベーション投資促進条例の一部

を改正する条例＞ 

堺市南部大阪都市計画黒山西地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成２８年条例第３４号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

別表（第５条関係） 別表（第５条関係） 

（あ） 地区の区分 Ａ地区 Ｂ地区 

（い） 建築物の用途の

制限 

(1) 法別表第２（に）項

第２号に掲げる建築

物（自動車修理工場を

除く。） 

(2) 法別表第２（に）項

第４号に掲げるもの

のうち、ラブホテル

（堺市ラブホテル建

築等規制条例（昭和５

８年条例第１７号）第

２条第２号に規定す

るものをいう。以下同

じ。） 

(3) 法別表第２（ほ）項

第２号に掲げる建築

（略） 

（あ） 地区の区分 Ａ地区 Ｂ地区 

（い） 建築物の用途の

制限 

(1) 法別表第２（に）項

第２号に掲げる建築

物（自動車修理工場を

除く。） 

(2) 法別表第２（に）項

第４号に掲げるもの

のうち、ラブホテル

（堺市ラブホテル建

築等規制条例（昭和５

８年条例第１７号）第

２条第２号に規定す

るものをいう。以下同

じ。） 

(3) 法別表第２（ほ）項

第２号に掲げる建築

（略） 
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物（ぱちんこ屋及びゲ

ームセンター（統計法

第２８条第１項の規

定に基づく産業に関

する分類（平成２５年

総務省告示第４０５

号）第４項分類表の大

分類Ｎ―生活関連サ

ービス業、娯楽業の中

分類８０―娯楽業の

小分類番号８０６の

細分類番号８０６５

に該当するものをい

う。）を除く。） 

 

 

 

 
 

物（ぱちんこ屋及びゲ

ームセンター（統計法

第２８条の規定に基

づき、統計基準として

日本標準産業分類を

定める件（令和５年総

務省告示第２５６号）

３日本標準産業分類

の内容の第２章分類

項目表に掲げる大分

類Ｎ生活関連サービ

ス業、娯楽業の中分類

８０娯楽業の小分類

番号８０６の細分類

番号８０６５に該当

するものをいう。）を

除く。） 
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堺市イノベーション投資促進条例（令和２年条例第１６号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

 （市税の不均一課税） （市税の不均一課税） 

第８条 １・２ （略） 第８条 １・２ （略） 

３ 前２項の割合は、次のとおりとする。 ３ 前２項の割合は、次のとおりとする。 

(1) 第３条第１項各号のいずれかに該当する企業（同項第２号に該当す

る企業にあっては、都心地域において企業立地を行う場合に限る。）

が、次のいずれかに該当する場合 ３分の１ 

(1) 第３条第１項各号のいずれかに該当する企業（同項第２号に該当す

る企業にあっては、別表第２に定める都心地域において企業立地を行

う場合に限る。）が、次のいずれかに該当する場合 ３分の１ 

  ア・イ （略）   ア・イ （略） 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

４ （略） ４ （略） 

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条、第８条関係） 

（略） （略） 

別表第３（第２条関係） 別表第３（第２条関係） 

統計法第２８条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件（平成２５

年総務省告示第４０５号）第４項分類表の大分類Ｅ―製造業及びＧ―情報

通信業に該当する事業その他規則で定める事業（同分類表において細分類

以下に分類されるものに限る。） 

 

統計法第２８条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定め

る件（令和５年総務省告示第２５６号）３日本標準産業分類の内容の第２

章分類項目表に掲げる大分類Ｅ製造業及びＧ情報通信業に該当する事業

その他規則で定める事業（同分類項目表において細分類以下に分類される

ものに限る。） 
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＜議案第２１号 堺市市民交流広場条例の一部を改正する条例＞ 

堺市市民交流広場条例（平成２７年条例第４４号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（設置） （設置） 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（追加） 

（事業） 

第２条 広場は、次の事業を行う。 

(1) 市民の交流活動の利用に供すること。 

(2) 市民の憩いの場の提供に関すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、前条に規定する設置目的を達成する

ために市長が必要と認める事業 

（使用の許可） （使用の許可） 

第２条 （略） 第３条 （略） 

２ 市長は、前項各号に掲げる行為が、広場の管理上支障がなく、か

つ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下単に「暴力団」とい

う。）の利益にならず、又はなるおそれがないと認める場合に限り、許

可を与えることができる。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広場の使用を許可

しない。 

 (1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。 

 (2) 広場の施設、附属設備、器具備品、樹木その他の物件を破損し、

又は滅失するおそれがあると認めるとき。 
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 (3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下単に

「暴力団」という。）の利益になり、又はなるおそれがあると認め

るとき。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、広場の管理上支障があり、使用させ

ることが不適当であると認めるとき。 

３ （略） ３ （略） 

（権利の譲渡等の禁止） （権利の譲渡等の禁止） 

第３条 （略） 第４条 （略） 

（使用の許可の取消し等） （使用の許可の取消し等） 

第４条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用

の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を

命ずることができる。 

第５条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用

の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を

命ずることができる。 

（追加） (1) 第３条第２項各号のいずれかに該当したとき。 

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。 (2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。 

(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。 (3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。 

(3) その使用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認める

とき。 
（削る） 

２ （略） ２ （略） 

（追加） 

（特別の設備の設置） 

第６条 使用者は、広場の使用に当たって特別の設備を設けようとする

ときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 
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２ 市長は、広場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し特

別の設備を設けることを命ずることができる。 

３ 前２項の規定により設けた設備は、使用の許可の期限までに使用者

の負担において撤去し、原状に回復しなければならない。 

４ 市長は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者

に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができ

る。 

（追加） 

（使用者の管理義務） 

第７条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設、附属設備、器具備

品その他の物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならな

い。 

２ 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償

しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認め

るときは、この限りでない。 

(1) 広場の施設、附属設備、器具備品、樹木その他の物件を破損し、

又は滅失したとき。 

(2) 使用の許可の期限を過ぎても使用を終えないとき。 

(3) 使用の許可の期限までに前条第１項又は第２項の規定により設け

た設備を撤去しないとき。 

（追加） 

（原状回復義務） 

第８条 使用者は、広場の使用を終了したとき、又は第５条第１項の規

定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたとき
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は、使用した施設、附属設備、器具備品その他の物件を直ちに原状に

回復して市長に返還しなければならない。 

２ 第６条第４項の規定は、前項の規定による原状回復について準用す

る。 

（使用料等） （使用料） 

第５条 広場の使用料は、無料とする。 第９条 使用者は、別表に定める額の範囲内において市長が定める使用

料を前納しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、使用者は、別表の左欄に掲げる行為のた

めに広場を使用するとき（本市の主催又は共催による場合その他の市

長が定める場合を除く。）は、同表の右欄に定める額の範囲内で規則で

定める使用料を前納しなければならない。 

２ 使用者は、市長が定める使用料を前納して附属設備その他器具備品

等を使用することができる。 

（追加） 
３ 前２項の使用料は、市長が特別の理由があると認める者について

は、後納させることができる。 

（追加） 
４ 市長は、特別の理由があると認めるときは、第１項又は第２項の使

用料を減額し、又は免除することができる。 

３ （略） ５ （略） 

（行為の禁止） （行為の禁止） 

第６条 何人も、広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。 第１０条 何人も、広場においては、次に掲げる行為をしてはならな

い。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 広場の施設、附属設備、器具備品等を破損し、又は滅失する行為 (2) 広場の施設、附属設備、器具備品、樹木その他の物件を破損し、

又は滅失する行為 
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(3)～(6) （略） (3)～(6) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（入場の制限） （入場の制限） 

第７条 （略） 第１１条 （略） 

（損害の賠償） （損害の賠償） 

第８条 （略） 第１２条 （略） 

（追加） 

（指定管理者による管理） 

第１３条 市長は、広場の設置目的を効果的に達成するため必要がある

と認めるときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条

の２第３項の規定により指定するもの（以下「指定管理者」とい

う。）に広場の管理を行わせることができる。 

（追加） 

（指定管理者に行わせる業務の範囲） 

第１４条 前条の規定により指定管理者に広場の管理を行わせる場合に

おけるその業務の範囲は、次のとおりとする。 

(1) 広場の使用の許可その他の広場の運営に関する業務 

(2) 第２条各号に掲げる事業の実施等に関する業務 

(3) 広場の施設、附属設備、器具備品、樹木その他の物件の維持管理

に関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか、広場の管理上、市長が必要と認める

業務 

（追加） 
（指定管理者の指定の手続） 

第１５条 市長は、第１３条の規定により指定管理者に広場の管理をさ
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せようとするときは、特別の事由があると認める場合を除き、前条に

規定する業務の遂行に必要な能力及び実績を有する法人その他の団体

のうちから、公募により指定管理者を指定するものとする。 

２ 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、

財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して

市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次の要件

に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指

定するものとする。 

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであるこ

と。 

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他

の経営に関する能力を有すること。 

(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービス

が提供できること。 

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。 

(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。 

(6) 管理経費の縮減が図られること。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件 

（追加） 

（公告） 

第１６条 市長は、前条第３項の規定により指定管理者を指定したとき

は、速やかにその旨を公告するものとする。第１８条第１項の規定に
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より指定を取り消したときも、また同様とする。 

（追加） 

（報告、調査及び指示） 

第１７条 市長は、広場の管理の適正を期するため必要があると認める

ときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について

報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。 

（追加） 

（指定の取消し等） 

第１８条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理

者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに

帰すべき事由により広場の管理を継続することができなくなったと認

めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全

部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

２ 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合に

おいては、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを

負わない。 

（追加） 

（利用料金） 

第１９条 市長は、広場の利用に係る料金（以下この条において「利用

料金」という。）を指定管理者に自らの収入として収受させることが

できる。 

２ 前項の場合における利用料金の額は、別表に定める額（附属設備そ

の他器具備品等については、あらかじめ市長が定める額）の範囲内に

おいて、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。 

３ 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたとき
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は、速やかにこれを公告するものとする。 

４ 広場を利用しようとする者は、指定管理者に利用料金を前納しなけ

ればならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者に

ついては、この限りでない。 

５ 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は

免除することができる。 

６ 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部

を還付することができる。 

（追加） 

（管理の基準） 

第２０条 広場の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準

は、次のとおりとする。 

(1) 使用の許可等は、第３条及び第５条の規定の例により行うこと。 

(2) 使用時間及び休場日（次項において「使用時間等」という。）

は、施設の利用形態、利用者の便宜等を考慮して、市長の承認を得

て指定管理者が定めること。 

(3) 個人に関する情報（以下この項において「個人情報」という。）

の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置

を講ずること。 

(4) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密（個人情報を

含む。）を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者

の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を

退いた後も、また同様とする。 
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２ 前条第３項の規定は、前項第２号の規定により指定管理者が使用時

間等を定めた場合について準用する。 

（追加） 

（指定管理者に係る損害の賠償） 

第２１条 指定管理者は、故意又は過失により広場の施設、附属設備、

器具備品、樹木その他の物件を破損し、又は滅失したときは、これを

原状に回復し、又は市長が定める額を本市に賠償しなければならな

い。ただし、特別の事情により市長がその必要がないと認めたとき

は、この限りでない。 

（委任） （委任） 

第９条 （略） 第２２条 （略） 

別表（第５条関係） 別表（第９条、第１９条関係） 

１ 基本料金 １ 基本料金 

使用区分 使用料 

物品の販売、食材の提供、商品

の宣伝、展示又は販売その他営

利を目的とする行為、業として

写真、映画等を撮影する行為、

興行 

使用面積１平方メートルにつ

き１日１０円 

 

区分 面積 単位 使用料 

堺市役所前

広場 

１，９００平方メートル 全日 １９，０００円 

堺地方合同

庁舎前広場 

８００平方メートル 全日 ８，０００円 

 

備考  

１ 使用料の算定の基礎となる使用面積について、１平方メート

ル未満の端数があるときは、当該端数を切り上げる。 

 

２ 使用料の算定の基礎となる使用面積が１平方メートルに満た  
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ないときは、１平方メートルとみなす。 

２ 特別に電気その他を使用する場合は、実費として市長が定める額

を徴収する。 

２ 特別に電気その他を使用する場合は、実費として市長が算定する

額を徴収する。 
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＜議案第２２号 堺市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例＞ 

堺市附属機関の設置等に関する条例（平成２５年条例第４号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

別表（第２条、第３条、第４条関係） 別表（第２条、第３条、第４条関係） 

１ 市長の附属機関 １ 市長の附属機関 

附属機関 担任事務 委員の定数 委員の任期 

（略） 

堺市市民人

権局指定管

理者候補者

選定委員会 

 （略） 

自由都市・

堺 平和貢

献賞選考委

員会 

自由都市・堺 平和貢献賞

の受賞候補者の推薦人の選

定方針についての審議及び

受賞候補者の選考について

の審査に関する事務 

５人以内 ２年 

堺市文化観

光局指定管

理者候補者

選定委員会 

 （略） 

 （略） 

附属機関 担任事務 委員の定数 委員の任期 

（略） 

堺市市民人

権局指定管

理者候補者

選定委員会 

 （略） 

（削る） 

堺市文化観

光局指定管

理者候補者

選定委員会 

 （略） 

 （略） 
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堺市景観賞

選考委員会 
 （略） 

（追加） 

堺市建設局

指定管理者

候補者選定

委員会 

 （略） 

（略） 
 

堺市景観賞

選考委員会 
 （略） 

堺旧港交流

空間創出事

業者選定委

員会 

堺旧港交流空間創出事業に

係る事業者の選定について

の審議及び審査に関する事

務 

５人以内 委嘱され、又

は任命された

日から事業者

が選定される

日まで 

堺市建設局

指定管理者

候補者選定

委員会 

 （略） 

（略） 
 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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＜議案第２３号 堺市手数料条例の一部を改正する条例＞ 

堺市手数料条例（平成１２年条例第１１号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（建築基準法関係手数料） （建築基準法関係手数料） 

第３３条 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下この条におい

て「法」という。）、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８

号。以下この条において「政令」という。）又は堺市建築基準法施行

条例（平成１２年条例第３３号。以下この条において「条例」とい

う。）に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号

に定める金額を申請又は通知をする者から徴収する。 

第３３条 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下この条におい

て「法」という。）、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８

号。以下この条において「政令」という。）又は堺市建築基準法施行

条例（平成１２年条例第３３号。以下この条において「条例」とい

う。）に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号

に定める金額を申請又は通知をする者から徴収する。 

(1)～(66) （略） (1)～(66) （略） 

（追加） 

(67) 政令第１３７条の１２第６項の規定に基づく既存建築物に大規

模の修繕又は大規模の模様替を行う場合の建築物の敷地と道路との

関係に係る特例認定申請手数料 １件 ２７，０００円 

（追加） 

(68) 政令第１３７条の１２第７項の規定に基づく既存建築物に大規

模の修繕又は大規模の模様替を行う場合の道路内の建築制限に係る

特例認定申請手数料 １件 ２７，０００円 

(67)・(68) （略） (69)・(70) （略） 

２ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律

第５３号）第１１条第１項に規定する特定建築行為に係る建築物で、

同法第２条第１項第３号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に

２ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年法

律第５３号）第１１条第１項に規定する特定建築行為に係る建築物

で、同法第２条第１項第３号に規定する建築物エネルギー消費性能基
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適合させなければならないものに係る前項第３号の規定の適用につい

ては、同号ア及びイ中「額」とあるのは「額に、４２８，１００円以

内において規則で定める額を加算した額」とする。 

準に適合させなければならないものに係る前項第３号の規定の適用に

ついては、同号ア及びイ中「額」とあるのは「額に、４２８，１００

円以内において規則で定める額を加算した額」とする。 

（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料） （建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料） 

第３４条の５ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（以下

この条において「法」という。）に基づく事務に関し、次の各号に掲

げる手数料として当該各号に定める金額を申請、通知又は申出をする

者から徴収する。 

(1)～(11) （略） 

第３４条の５ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（以

下この条において「法」という。）に基づく事務に関し、次の各号に

掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請、通知又は申出をす

る者から徴収する。 

(1)～(11) （略） 

（その他の証明、写しの交付又は公簿等の閲覧等に係る手数料） （その他の証明、写しの交付又は公簿等の閲覧等に係る手数料） 

第４０条 その他の証明、写しの交付又は公簿等の閲覧等に係る事務に

関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者

から徴収する。 

第４０条 その他の証明、写しの交付又は公簿等の閲覧等に係る事務に

関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者

から徴収する。 

(1)～(9) （略） (1)～(9) （略） 

(10) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３４条第１

項、第３６条第１項又は第４１条第１項の規定に基づく認定に係る

証明手数料 １件 ２００円 

(10) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３４条第１

項、第３６条第１項又は第４１条第１項の規定に基づく認定に係る

証明手数料 １件 ２００円 

(11)～(15) （略） (11)～(15) （略） 

２ （略） ２ （略） 
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＜議案第２４号 堺市職員定数条例の一部を改正する条例＞ 

堺市職員定数条例（昭和２９年条例第３号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（職員の定数） （職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

(1)～(9) （略） (1)～(9) （略） 

(10) 消防職員 １，０５５人 (10) 消防職員 １，０９７人 
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＜議案第２５号 堺市火災予防条例の一部を改正する条例＞ 

堺市火災予防条例（平成２０年条例第２５号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（通則） （通則） 

第６２条 （略） 第６２条 （略） 

２ 防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されていると

きは、その区画された部分に対するこの章の規定の適用においては、

それぞれ別の防火対象物とみなす。 

２ 令第８条及び第９条の規定は、この章の規定の適用を受ける防火対

象物について準用する。この場合において、令第８条中「この節」と

あるのは「この章」と、令第９条中「この節（第１２条第１項第３号

及び第１０号から第１２号まで、第２１条第１項第３号、第７号、第

１０号及び第１４号、第２１条の２第１項第５号、第２２条第１項第

６号及び第７号、第２４条第２項第２号並びに第３項第２号及び第３

号、第２５条第１項第５号並びに第２６条」とあるのは「この章（第

６５条第１項第１号、第６６条第１項第４号、第６８条第１項及び第

６９条第１項」と読み替えるものとする。 

３ 令別表第１(16)項に掲げる防火対象物の部分で、同表各項（(16)項

から(20)項までを除く。）の防火対象物の用途のいずれかに該当する

用途に供されるものは、この章（第６５条第１項第１号、第６６条第

１項第４号、第６８条第１項及び第６９条第１項を除く。）の規定の

適用においては、当該用途に供される一の防火対象物とみなす。 

（削る） 

（屋内消火栓設備に関する基準） （屋内消火栓設備に関する基準） 

第６５条 次に掲げる防火対象物には、屋内消火栓設備を設けなければ 第６５条 次に掲げる防火対象物には、屋内消火栓設備を設けなければ
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ならない。 ならない。 

(1) 令別表第１(16)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が、主要構造

部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げ

を難燃材料でした防火対象物にあっては３，０００平方メートル以

上、主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準

法第２条第９号の３のイ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁

及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物

にあっては２，０００平方メートル以上、その他の防火対象物にあ

っては１，０００平方メートル以上のもの 

(1) 令別表第１(16)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が、特定主要

構造部（建築基準法第２条第９号の２イに規定する特定主要構造部

をいう。以下同じ。）を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面

する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあっては３，００

０平方メートル以上、特定主要構造部を耐火構造としたその他の防

火対象物又は建築基準法第２条第９号の３のイ若しくはロのいずれ

かに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃

材料でした防火対象物にあっては２，０００平方メートル以上、そ

の他の防火対象物にあっては１，０００平方メートル以上のもの 

(2) 令別表第１に掲げる防火対象物で、地階を除く階数が５以上のも

の（主要構造部が耐火構造であるか、若しくは不燃材料で造られて

いるもので、５階以上の階の部分の床面積の合計が１００平方メー

トル以下のもの又は主要構造部が耐火構造であるもので、５階以上

の階の部分の床面積の合計１００平方メートル以内ごとに耐火構造

の床若しくは壁又は防火戸で区画されているものを除く。なお、主

要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の

仕上げを難燃材料でした防火対象物にあっては、当該数値の２倍の

数値とする。） 

(2) 令別表第１に掲げる防火対象物で、地階を除く階数が５以上のも

の（特定主要構造部が耐火構造であるか、又は主要構造部（建築基

準法第２条第５号に規定する主要構造部をいう。）が不燃材料で造ら

れているもので、５階以上の階の部分の床面積の合計が１００平方

メートル以下のもの及び特定主要構造部が耐火構造であるもので、

５階以上の階の部分の床面積の合計１００平方メートル以内ごとに

耐火構造の床若しくは壁又は防火戸で区画されているものを除く。

なお、特定主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に

面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあっては、当該

数値の２倍の数値とする。） 

２ （略） ２ （略） 

（自動火災報知設備に関する基準） （自動火災報知設備に関する基準） 
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第６８条 次に掲げる防火対象物には、自動火災報知設備を設けなけれ

ばならない。 

第６８条 次に掲げる防火対象物には、自動火災報知設備を設けなけれ

ばならない。 

(1) 令別表第１(16)項イ（規則第１３条第１項第２号に規定する小規

模特定用途複合防火対象物（以下単に「小規模特定用途複合防火対

象物」という。）に限る。）及びロに掲げる防火対象物（主要構造部

を耐火構造としたもの及び建築基準法第２条第９号の３のイ若しく

はロのいずれかに該当するものを除く。）のうち、同表(12)項及び(1

4)項に掲げる用途に供する部分の上階を同表(5)項ロに掲げる用途に

供するもので、延べ面積３００平方メートル以上のもの 

(1) 令別表第１(16)項イ（規則第１３条第１項第２号に規定する小規

模特定用途複合防火対象物（以下単に「小規模特定用途複合防火対

象物」という。）に限る。）及びロに掲げる防火対象物（特定主要構

造部を耐火構造としたもの及び建築基準法第２条第９号の３のイ若

しくはロのいずれかに該当するものを除く。）のうち、同表(12)項及

び(14)項に掲げる用途に供する部分の上階を同表(5)項ロに掲げる用

途に供するもので、延べ面積３００平方メートル以上のもの 

(2) （略） (2) （略） 

２ （略） ２ （略） 
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＜議案第２６号 堺市消防手数料条例の一部を改正する条例＞ 

堺市消防手数料条例（平成２０年条例第３５号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

消防法関係手数料 消防法関係手数料 

手数料を納付す

べき者 

区分 手数料の額 

（略） 

２ 法第１１条

第１項前段の

規定に基づく

製造所、貯蔵

所又は取扱所

の設置の許可

を受けようと

する者 

（略） 

貯

蔵

所 

（略） 

特

定

屋

外

タ

ン

ク

貯

蔵

所 

危険物の規制に関す

る規則（昭和３４年総

理府令第５５号。以下

「府令」という。）第

２０条の４第２項第

３号に規定する構造

を有しなければなら

ない浮き屋根を有す

る特定屋外貯蔵タン

クに係る特定屋外タ

ンク貯蔵所（以下「浮

危険物の貯蔵

最大数量が

１，０００キ

ロリットル以

上５，０００

キロリットル

未満のもの 

１件１，１８

０，０００円 

危険物の貯蔵

最大数量が

５，０００キ

ロリットル以

１件１，４１

０，０００円 

手数料を納付す

べき者 

区分 手数料の額 

（略） 

２ 法第１１条

第１項前段の

規定に基づく

製造所、貯蔵

所又は取扱所

の設置の許可

を受けようと

する者 

（略） 

貯

蔵

所 

（略） 

特

定

屋

外

タ

ン

ク

貯

蔵

所 

危険物の規制に関す

る規則（昭和３４年総

理府令第５５号。以下

「府令」という。）第

２０条の４第２項第

３号に規定する構造

を有しなければなら

ない浮き屋根を有す

る特定屋外貯蔵タン

クに係る特定屋外タ

ンク貯蔵所（以下「浮

危険物の貯蔵

最大数量が

１，０００キ

ロリットル以

上５，０００

キロリットル

未満のもの 

１件１，４５

０，０００円 

危険物の貯蔵

最大数量が

５，０００キ

ロリットル以

１件１，７２

０，０００円 
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き屋根式特定屋外タ

ンク貯蔵所」という。）

及び府令第２２条の

２第１号ハに規定す

る構造を有しなけれ

ばならない浮き蓋付

きの特定屋外貯蔵タ

ンクに係る特定屋外

タンク貯蔵所（以下

「浮き蓋付特定屋外

タンク貯蔵所」とい

う。） 

上１０，００

０キロリット

ル未満のもの 

危険物の貯蔵

最大数量が１

０，０００キ

ロリットル以

上５０，００

０キロリット

ル未満のもの 

１件１，５９

０，０００円 

危険物の貯蔵

最大数量が５

０，０００キ

ロリットル以

上１００，０

００キロリッ

トル未満のも

の 

１件１，９５

０，０００円 

危険物の貯蔵

最大数量が１

００，０００

キロリットル

以上２００，

１件２，２７

０，０００円 

き屋根式特定屋外タ

ンク貯蔵所」という。）

及び府令第２２条の

２第１号ハに規定す

る構造を有しなけれ

ばならない浮き蓋付

きの特定屋外貯蔵タ

ンクに係る特定屋外

タンク貯蔵所（以下

「浮き蓋付特定屋外

タンク貯蔵所」とい

う。） 

上１０，００

０キロリット

ル未満のもの 

危険物の貯蔵

最大数量が１

０，０００キ

ロリットル以

上５０，００

０キロリット

ル未満のもの 

１件１，９２

０，０００円 

危険物の貯蔵

最大数量が５

０，０００キ

ロリットル以

上１００，０

００キロリッ

トル未満のも

の 

１件２，３６

０，０００円 

危険物の貯蔵

最大数量が１

００，０００

キロリットル

以上２００，

１件２，７４

０，０００円 
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０００キロリ

ットル未満の

もの 

危険物の貯蔵

最大数量が２

００，０００

キロリットル

以上３００，

０００キロリ

ットル未満の

もの 

１件４，５５

０，０００円 

危険物の貯蔵

最大数量が３

００，０００

キロリットル

以上４００，

０００キロリ

ットル未満の

もの 

１件５，８２

０，０００円 

危険物の貯蔵

最大数量が４

００，０００

キロリットル

１件７，０７

０，０００円 

０００キロリ

ットル未満の

もの 

危険物の貯蔵

最大数量が２

００，０００

キロリットル

以上３００，

０００キロリ

ットル未満の

もの 

１件５，６４

０，０００円 

危険物の貯蔵

最大数量が３

００，０００

キロリットル

以上４００，

０００キロリ

ットル未満の

もの 

１件７，２４

０，０００円 

危険物の貯蔵

最大数量が４

００，０００

キロリットル

１件８，７９

０，０００円 
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以上のもの 

（略） 
 

以上のもの 

（略） 
 

別表第３（第２条関係） 別表第３（第２条関係） 

高圧ガス保安法関係手数料 高圧ガス保安法関係手数料 

手数料を納付す

べき者 

区分 手数料の額 

１ 高圧ガス保

安法（昭和２

６年法律第２

０４号。以下

この表におい

て「高圧法」

という。）第

５条第１項の

規定に基づく

高圧ガスの製

造の許可を受

けようとする

者 

高圧法第５条第

１項第１号に該

当する者（移動式

製造設備（高圧ガ

スの製造のため

の設備で移動す

ることができる

ように設計した

ものをいう。以下

同じ。）のみを使

用して高圧ガス

の製造をする者

を除く。） 

（略） （略） 

処理容積が１０

０立方メートル

以上２００立方

メートル未満の

設備 

１件 ３１，００

０円 

 

（新設） 

 

手数料を納付す

べき者 

区分 手数料の額 

１ 高圧ガス保

安法（昭和２

６年法律第２

０４号。以下

この表におい

て「高圧法」

という。）第

５条第１項の

規定に基づく

高圧ガスの製

造の許可を受

けようとする

者 

高圧法第５条第

１項第１号に該

当する者（移動式

製造設備（高圧ガ

スの製造のため

の設備で移動す

ることができる

ように設計した

ものをいう。以下

同じ。）のみを使

用して高圧ガス

の製造をする者

を除く。） 

（略） （略） 

処理容積が１０

０立方メートル

以上２００立方

メートル未満の

設備 

１件 ３１，００

０円 

高圧法第５条第１項第１号に該当

する者であって移動式製造設備の

みを使用して高圧ガスの製造をす

１件 ６，０００

円 
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高圧法第５条第

１項第１号に該

当する者であっ

て移動式製造設

備のみを使用し

て高圧ガスの製

造をするもの 

処理容積が１０，

０００，０００立

方メートル以上

の設備 

１件 ９１，００

０円 

（略） 

（略） 

（略） 

るもの（当該移動式製造設備につい

て液化石油ガスの保安の確保及び

取引の適正化に関する法律（昭和４

２年法律第１４９号）第３７条の４

第１項の許可を受けた者に限る。） 

高圧法第５条第

１項第１号に該

当する者であっ

て移動式製造設

備のみを使用し

て高圧ガスの製

造をするもの（当

該移動式製造設

備について液化

石油ガスの保安

の確保及び取引

の適正化に関す

る法律第３７条

の４第１項の許

可を受けた者を

除く。） 

処理容積が１０，

０００，０００立

方メートル以上

の設備 

１件 ９１，００

０円 

（略） 

（略） 

 （略） 
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５ 高圧法第２

０条第１項及

び第３項の規

定に基づく高

圧ガスの製造

のための施設

又は第一種貯

蔵所の完成検

査を受けよう

とする者 

高圧法第２０条第１項の規定に基

づく高圧ガスの製造のための施設

の完成検査 

１の項の区分に応

じ、それぞれ同項

に定める手数料の

額の４分の３に相

当する金額（高圧

法第５条第１項の

許可に係る液化石

油ガスの製造のた

めの施設であっ

て、液化石油ガス

の保安の確保及び

取引の適正化に関

する法律（昭和４

２年法律第１４９

号）第３７条の３

第１項の完成検査

を受け、同法第３

７条の技術上の基

準に適合している

と認められたもの

の完成検査にあっ

ては、６，１００

円） 

５ 高圧法第２

０条第１項及

び第３項の規

定に基づく高

圧ガスの製造

のための施設

又は第一種貯

蔵所の完成検

査を受けよう

とする者 

高圧法第２０条第１項の規定に基

づく高圧ガスの製造のための施設

の完成検査 

１の項の区分に応

じ、それぞれ同項

に定める手数料の

額の４分の３に相

当する金額（高圧

法第５条第１項の

許可に係る液化石

油ガスの製造のた

めの施設であっ

て、液化石油ガス

の保安の確保及び

取引の適正化に関

する法律第３７条

の３第１項の完成

検査を受け、同法

第３７条の技術上

の基準に適合して

いると認められた

ものの完成検査に

あっては、６，１

００円） 
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（略） 

（略） 
 

 （略） 

 （略） 
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＜議案第２７号 堺市水道事業給水条例の一部を改正する条例＞ 

堺市水道事業給水条例（昭和３３年条例第１３号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（給水装置の管理） 

第１７条 使用者又は所有者は、水が汚染され、又は漏水しないよう給

水装置を管理し、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定め

る者に対し、直ちに修繕その他必要な処置をするよう請求又は要請を

しなければならない。ただし、第３号に規定する場所における法第１

６条の２第３項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変

更については、使用者又は所有者自らが修繕その他必要な処置をする

ことができる。 

 (1)～(3) （略） 

２～４ （略） 

（給水装置の管理） 

第１７条 使用者又は所有者は、水が汚染され、又は漏水しないよう給

水装置を管理し、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定め

る者に対し、直ちに修繕その他必要な処置をするよう請求又は要請を

しなければならない。ただし、第３号に規定する場所における法第１

６条の２第３項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変

更については、使用者又は所有者自らが修繕その他必要な処置をする

ことができる。 

 (1)～(3) （略） 

２～４ （略） 
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